
後援団体用の証票の交付申請に関する留意事項

１ 証票の交付限度枚数

後援団体に係る証票の交付限度枚数は、公職の種類により、それぞれ以下のとお

りとなっております。

○ 県議会議員 ６枚（番号１～９０）

○ 衆議院小選挙区選出議員 １５枚（番号１５１～１８０）

○ 参議院選挙区選出議員・知事 １８枚（番号２０１～２２０）

２ 申請方法

ホームページ中の証票交付申請書（後援団体用）と別紙のそれぞれに必要事項を

ご記入の上、当委員会に直接ご持参くださるようお願いします。

なお、証票の交付事務を円滑に行うため、交付手続きを受付する日時については

事前に調整を行いますので、直接申請書を持参される前に選挙管理委員会事務局あ

てに電話連絡をしていただきますようお願いします。

３ 記入上の注意

後援団体用の証票交付申請につきましては、候補者の同意が必要となっておりま

すので、忘れずにご記入ください。

交付申請書中の証票番号につきましては当委員会で記入しますので、空欄のまま

でご提出ください。（交付いたします証票の番号は、当委員会事務局において交付

申請を受付した順としておりますので、指定はできません。後援団体の政治活動用

事務所に係る証票番号は、公職の候補者等に係る証票番号と同一の番号としており

ます。）

また、受領欄につきましては当委員会が証票を交付するときに記入していただき

ますので、この申請の際には記入しないで空欄のままでご提出ください。

４ 交付手続について

当委員会において申請書を確認し、不備等がなければ、随時証票を交付します。

受領者につきましては代理の方で構いませんが、受領者の署名又は記名押印が必

要になりますのでご留意ください。（なお、郵送による交付は行いません。）

５ その他

・ 令和４年８月末日で失効する証票（旧証票）の交付を受けており、令和４年９

月１日以降も立札・看板等を使用される場合は、更新手続きの際に、旧証票を当

委員会に返還していただく必要はありません。新証票は旧証票をはがしてから貼

り付けるか、旧証票の上に貼り付けるなどしてください。

・ 申請書様式等は、青森県選挙管理委員会ホームページからもダウンロードでき

ます。http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/syouhyou.html


